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1 　「新・宮城の将来ビジョン」は県政運営の基本的な指針となる総合計画です。本ビジョンでは多様な主体との連
携による活力ある宮城を目指すため、持続可能な「未来」づくりに向けた政策推進の横断的視点として「人づくり」、
「地域づくり」、「イノベーション」を掲げ、その土台に「ＳＤＧｓの推進」を位置付けています。また、政策推進の基本
方向として「富県宮城を支える県内産業の持続的な成長促進」、「社会全体で支える宮城の子ども・子育て」、「誰も
が安心していきいきと暮らせる地域社会づくり」、「強靭で自然と調和した県土づくり」の４つを柱とするとともに、
東日本大震災の被災地の復興完了に向けたきめ細かなサポートも行っていくこととしています。

　水産基本計画（第Ⅲ期）は、「新・宮城の将来ビジョン」の分野別計画として位置付けており、ビジョンが目指す方
向に沿って施策を展開することで、その推進に寄与していきます。

　水産業を巡る状況が大きく変化していることを踏まえ、国は平成２９年４月に水産基本計画を閣議決定し、数量
管理等による資源管理の充実や漁業の成長産業化等を強力に進めるために必要な施策及び関係法律の見直しの
検討を行い、その結果として、平成３０年６月に水産政策の改革の具体的な内容を定めた「水産政策の改革につい
て」がとりまとめられました。
　この「水産政策の改革について」に基づき、「新たな資源管理システムの構築」、「漁業者の所得向上に資する流通
構造の改革」、「生産性の向上に資する漁業許可制度の見直し」、「養殖・沿岸漁業の発展に資する海面利用制度の
見直し」、「水産政策の改革の方向性に合わせた漁業協同組合（漁協）制度の見直し」、「漁村の活性化と国境監視機
能を始めとする多面的機能の発揮」といった、水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化の両立を目指した改
革の推進と、漁業法改正をはじめとする法整備等が行われています。
　さらに、令和４年３月に閣議決定された新たな水産基本計画では、持続性のある水産業の成長産業化と漁村の
活性化の実現に向けて、「（1）海洋環境の変化も踏まえた水産資源管理の着実な実施」、「（2）増大するリスクも踏
まえた水産業の成長産業化の実現」、「（3）地域を支える漁村の活性化の推進」の３つの柱のほか、スマート水産技
術の活用やカーボンニュートラルへの対応、東日本大震災からの復興、水産物の自給率目標等について今後の方向
を示しており、それに基づいた施策が展開されています。

　本県が策定する水産基本計画（第Ⅲ期）には、国の「水産政策の改革について」や新たな水産基本計画で示され
た方向性を念頭に置きつつ、本県の状況に応じた水産業の成長産業化の在り方、それを実現させるための施策、具
体的な取組を盛り込む必要があります。

　「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」は、平成２７年９月の国連サミットにおいて、「誰一人取り残さない」持続可能で
多様性と包摂性のある社会の実現のために採択された令和１２年を年限とする１７の国際目標（その下に１６９の
ターゲット、２３２の指標）です。その特徴として、普遍性（先進国を含め、全ての国が行動）、包摂性（人間の安全保
障の理念を反映し「誰一人取り残さない」）、参画型（全てのステークホルダーが役割を）、統合性（社会・経済・環境
に統合的に取り組む）、透明性（定期的にフォローアップ）の５つが挙げられています。

　国においては、平成２８年５月に内閣総理大臣を本部長、官房長官・外務大臣を副本部長、全閣僚を構成員とする
「ＳＤＧｓ推進本部」を設置し、各種施策が展開されています。

2 県の将来ビジョン、国の水産改革及び持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関係
（１） 県の将来ビジョンとの関係

（２） 国の水産政策の改革との関係

（３） 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関係

本県水産業の目指すべき姿本県水産業の目指すべき姿第３章

　第２章で示したとおり、本県水産業を巡る状況は大きく変化しており、特に海洋環境の変化による水揚の変動
や、人口減少とそれに伴う国内市場の縮小は、本県水産業が活力ある産業として持続するために乗り越えなけれ
ばならない課題です。新たな水産基本計画の策定に当たっては、水産業が抱える諸課題のみならず、様々な外部環
境の変化や国の政策の方向性等も踏まえ、本県にとって望ましい“水産業の成長産業化”の在り方を念頭に置いて、
“目指すべき姿”を定める必要があります。

　ここで、本県にとって望ましい“水産業の成長産業化”を「震災からの復旧・復興を経験した水産業者が、多様な
産業・関係者との連携や新しい技術・価値観等の導入を進め、イノベーションを創出することで、経営環境の変化に
柔軟に対応し、自然環境と調和した持続的産業として安定的に収益を上げ、地域が活性化すること」と定義しま
す。

　これを踏まえ、水産基本計画（第Ⅲ期）においては、本県水産業が１０年後に目指すべき姿を、“環境と調和した持
続可能で活力ある水産業の確立”とし、その実現に向けて各種施策を展開していきます。

目指すべき姿 “環境と調和した持続可能で活力ある水産業の確立”

【【流流通通・・加加工工業業】】
・原料不足への対応
・経営の安定化
・販路の開拓・定着
・水産都市機能の強化

【【漁漁業業・・養養殖殖業業】】
・生産性の向上
・経営の安定化
・担い手確保
・環境変化への対応

【【漁漁場場・・資資源源】】
・漁場・自然環境の保全
・資源管理の高度化
・資源の造成

【【漁漁村村・・漁漁港港】】
・漁村活性化
・海業等による漁港の

有効活用
・漁港施設の長寿命化

【【震震災災かかららのの復復旧旧・・復復興興でで得得たた経経験験のの活活用用】】
・震災以降に進んだ多様な主体との連携

・人口減少、高齢化
・国内市場縮小
・物価高騰

・環境志向の高まり

国国際際社社会会のの変変化化

環環境境とと調調和和ししたた持持続続可可能能でで
活活力力ああるる水水産産業業のの確確立立

・海水温の上昇
・水揚の減少
・魚種の変化

・生産者の減少
・流通・加工業者

の経営悪化
・漁場ガレキの回収
・インフラの

維持・管理

国国内内社社会会のの変変化化

残残さされれたた
復復興興のの課課題題海海洋洋環環境境のの変変化化

本本県県水水産産業業のの情情勢勢をを踏踏ままええ
見見ええててくくるる““目目指指すすべべきき姿姿””

　本県においては、平成３１年４月に知事を本部長とする「宮城県ＳＤＧｓ推進本部」を設置し、全庁一丸となって
ＳＤＧｓの達成に向けた取組を展開するとともに、県民、企業、市町村など、様々な主体の取組や連携を促す取組を
進めています。また、「新・宮城の将来ビジョン」の理念や各種施策にもＳＤＧｓが反映されます。

　本基本計画においても、ＳＤＧｓが目指す持続可能性の追求は重要な要素であり、海洋と海洋資源を保全しつ
つ持続的に開発していくことの重要性をうたった目標「海の豊かさを守ろう」の達成をはじめ、本県水産業が貢献
し得る目標を整理し、達成に必要な各種施策を盛り込むこととします。
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　この「水産政策の改革について」に基づき、「新たな資源管理システムの構築」、「漁業者の所得向上に資する流通
構造の改革」、「生産性の向上に資する漁業許可制度の見直し」、「養殖・沿岸漁業の発展に資する海面利用制度の
見直し」、「水産政策の改革の方向性に合わせた漁業協同組合（漁協）制度の見直し」、「漁村の活性化と国境監視機
能を始めとする多面的機能の発揮」といった、水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化の両立を目指した改
革の推進と、漁業法改正をはじめとする法整備等が行われています。
　さらに、令和４年３月に閣議決定された新たな水産基本計画では、持続性のある水産業の成長産業化と漁村の
活性化の実現に向けて、「（1）海洋環境の変化も踏まえた水産資源管理の着実な実施」、「（2）増大するリスクも踏
まえた水産業の成長産業化の実現」、「（3）地域を支える漁村の活性化の推進」の３つの柱のほか、スマート水産技
術の活用やカーボンニュートラルへの対応、東日本大震災からの復興、水産物の自給率目標等について今後の方向
を示しており、それに基づいた施策が展開されています。

　本県が策定する水産基本計画（第Ⅲ期）には、国の「水産政策の改革について」や新たな水産基本計画で示され
た方向性を念頭に置きつつ、本県の状況に応じた水産業の成長産業化の在り方、それを実現させるための施策、具
体的な取組を盛り込む必要があります。

　「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」は、平成２７年９月の国連サミットにおいて、「誰一人取り残さない」持続可能で
多様性と包摂性のある社会の実現のために採択された令和１２年を年限とする１７の国際目標（その下に１６９の
ターゲット、２３２の指標）です。その特徴として、普遍性（先進国を含め、全ての国が行動）、包摂性（人間の安全保
障の理念を反映し「誰一人取り残さない」）、参画型（全てのステークホルダーが役割を）、統合性（社会・経済・環境
に統合的に取り組む）、透明性（定期的にフォローアップ）の５つが挙げられています。

　国においては、平成２８年５月に内閣総理大臣を本部長、官房長官・外務大臣を副本部長、全閣僚を構成員とする
「ＳＤＧｓ推進本部」を設置し、各種施策が展開されています。

2 県の将来ビジョン、国の水産改革及び持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関係
（１） 県の将来ビジョンとの関係

（２） 国の水産政策の改革との関係

（３） 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関係

本県水産業の目指すべき姿本県水産業の目指すべき姿第３章

　第２章で示したとおり、本県水産業を巡る状況は大きく変化しており、特に海洋環境の変化による水揚の変動
や、人口減少とそれに伴う国内市場の縮小は、本県水産業が活力ある産業として持続するために乗り越えなけれ
ばならない課題です。新たな水産基本計画の策定に当たっては、水産業が抱える諸課題のみならず、様々な外部環
境の変化や国の政策の方向性等も踏まえ、本県にとって望ましい“水産業の成長産業化”の在り方を念頭に置いて、
“目指すべき姿”を定める必要があります。

　ここで、本県にとって望ましい“水産業の成長産業化”を「震災からの復旧・復興を経験した水産業者が、多様な
産業・関係者との連携や新しい技術・価値観等の導入を進め、イノベーションを創出することで、経営環境の変化に
柔軟に対応し、自然環境と調和した持続的産業として安定的に収益を上げ、地域が活性化すること」と定義しま
す。

　これを踏まえ、水産基本計画（第Ⅲ期）においては、本県水産業が１０年後に目指すべき姿を、“環境と調和した持
続可能で活力ある水産業の確立”とし、その実現に向けて各種施策を展開していきます。

目指すべき姿 “環境と調和した持続可能で活力ある水産業の確立”

【【流流通通・・加加工工業業】】
・原料不足への対応
・経営の安定化
・販路の開拓・定着
・水産都市機能の強化

【【漁漁業業・・養養殖殖業業】】
・生産性の向上
・経営の安定化
・担い手確保
・環境変化への対応

【【漁漁場場・・資資源源】】
・漁場・自然環境の保全
・資源管理の高度化
・資源の造成

【【漁漁村村・・漁漁港港】】
・漁村活性化
・海業等による漁港の

有効活用
・漁港施設の長寿命化

【【震震災災かかららのの復復旧旧・・復復興興でで得得たた経経験験のの活活用用】】
・震災以降に進んだ多様な主体との連携

・人口減少、高齢化
・国内市場縮小
・物価高騰

・環境志向の高まり

国国際際社社会会のの変変化化

環環境境とと調調和和ししたた持持続続可可能能でで
活活力力ああるる水水産産業業のの確確立立

・海水温の上昇
・水揚の減少
・魚種の変化

・生産者の減少
・流通・加工業者

の経営悪化
・漁場ガレキの回収
・インフラの

維持・管理

国国内内社社会会のの変変化化

残残さされれたた
復復興興のの課課題題海海洋洋環環境境のの変変化化

本本県県水水産産業業のの情情勢勢をを踏踏ままええ
見見ええててくくるる““目目指指すすべべきき姿姿””

　本県においては、平成３１年４月に知事を本部長とする「宮城県ＳＤＧｓ推進本部」を設置し、全庁一丸となって
ＳＤＧｓの達成に向けた取組を展開するとともに、県民、企業、市町村など、様々な主体の取組や連携を促す取組を
進めています。また、「新・宮城の将来ビジョン」の理念や各種施策にもＳＤＧｓが反映されます。

　本基本計画においても、ＳＤＧｓが目指す持続可能性の追求は重要な要素であり、海洋と海洋資源を保全しつ
つ持続的に開発していくことの重要性をうたった目標「海の豊かさを守ろう」の達成をはじめ、本県水産業が貢献
し得る目標を整理し、達成に必要な各種施策を盛り込むこととします。
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　「新・宮城の将来ビジョン」は県政運営の基本的な指針となる総合計画です。本ビジョンでは多様な主体との連
携による活力ある宮城を目指すため、持続可能な「未来」づくりに向けた政策推進の横断的視点として「人づくり」、
「地域づくり」、「イノベーション」を掲げ、その土台に「ＳＤＧｓの推進」を位置付けています。また、政策推進の基本
方向として「富県宮城を支える県内産業の持続的な成長促進」、「社会全体で支える宮城の子ども・子育て」、「誰も
が安心していきいきと暮らせる地域社会づくり」、「強靭で自然と調和した県土づくり」の４つを柱とするとともに、
東日本大震災の被災地の復興完了に向けたきめ細かなサポートも行っていくこととしています。

　水産基本計画（第Ⅲ期）は、「新・宮城の将来ビジョン」の分野別計画として位置付けており、ビジョンが目指す方
向に沿って施策を展開することで、その推進に寄与していきます。

　水産業を巡る状況が大きく変化していることを踏まえ、国は平成２９年４月に水産基本計画を閣議決定し、数量
管理等による資源管理の充実や漁業の成長産業化等を強力に進めるために必要な施策及び関係法律の見直しの
検討を行い、その結果として、平成３０年６月に水産政策の改革の具体的な内容を定めた「水産政策の改革につい
て」がとりまとめられました。
　この「水産政策の改革について」に基づき、「新たな資源管理システムの構築」、「漁業者の所得向上に資する流通
構造の改革」、「生産性の向上に資する漁業許可制度の見直し」、「養殖・沿岸漁業の発展に資する海面利用制度の
見直し」、「水産政策の改革の方向性に合わせた漁業協同組合（漁協）制度の見直し」、「漁村の活性化と国境監視機
能を始めとする多面的機能の発揮」といった、水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化の両立を目指した改
革の推進と、漁業法改正をはじめとする法整備等が行われています。
　さらに、令和４年３月に閣議決定された新たな水産基本計画では、持続性のある水産業の成長産業化と漁村の
活性化の実現に向けて、「（1）海洋環境の変化も踏まえた水産資源管理の着実な実施」、「（2）増大するリスクも踏
まえた水産業の成長産業化の実現」、「（3）地域を支える漁村の活性化の推進」の３つの柱のほか、スマート水産技
術の活用やカーボンニュートラルへの対応、東日本大震災からの復興、水産物の自給率目標等について今後の方向
を示しており、それに基づいた施策が展開されています。

　本県が策定する水産基本計画（第Ⅲ期）には、国の「水産政策の改革について」や新たな水産基本計画で示され
た方向性を念頭に置きつつ、本県の状況に応じた水産業の成長産業化の在り方、それを実現させるための施策、具
体的な取組を盛り込む必要があります。

　「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」は、平成２７年９月の国連サミットにおいて、「誰一人取り残さない」持続可能で
多様性と包摂性のある社会の実現のために採択された令和１２年を年限とする１７の国際目標（その下に１６９の
ターゲット、２３２の指標）です。その特徴として、普遍性（先進国を含め、全ての国が行動）、包摂性（人間の安全保
障の理念を反映し「誰一人取り残さない」）、参画型（全てのステークホルダーが役割を）、統合性（社会・経済・環境
に統合的に取り組む）、透明性（定期的にフォローアップ）の５つが挙げられています。

　国においては、平成２８年５月に内閣総理大臣を本部長、官房長官・外務大臣を副本部長、全閣僚を構成員とする
「ＳＤＧｓ推進本部」を設置し、各種施策が展開されています。

　本県においては、平成３１年４月に知事を本部長とする「宮城県ＳＤＧｓ推進本部」を設置し、全庁一丸となって
ＳＤＧｓの達成に向けた取組を展開するとともに、県民、企業、市町村など、様々な主体の取組や連携を促す取組を
進めています。また、「新・宮城の将来ビジョン」の理念や各種施策にもＳＤＧｓが反映されます。

　本基本計画においても、ＳＤＧｓが目指す持続可能性の追求は重要な要素であり、海洋と海洋資源を保全しつ
つ持続的に開発していくことの重要性をうたった目標「海の豊かさを守ろう」の達成をはじめ、本県水産業が貢献
し得る目標を整理し、達成に必要な各種施策を盛り込むこととします。

政策推進の基本方向等政策推進の基本方向等第４章

　第２章で示した課題の解決及び第３章で示した目指すべき姿の実現に向けて、漁業・養殖業生産の基盤となる
水域環境・水産資源を良好に保全し、水産業が立地する地域社会を持続・活性化しながら水産業を成長させていく
ために、以下の４つの基本方向に沿って水産業の各分野（①漁業・養殖業、②流通・加工業、③漁村・漁港、④漁場・
資源）において必要な施策を展開していきます。「基本方向」ごとに実施する具体的な施策については、クロス
ＳＷＯＴ分析（※）を行って抽出し、１４の施策としてまとめました。

　設定した目的を実現するための最適な戦略を導き出す手法。自身の内・外におけるプラス要因、マイナス要因
を掛け合わせることで、実施すべき戦略を導く。ＳＷＯＴはＳｔｒｅｎｇｔｈ（強み）、Ｗｅａｋｎｅｓｓ（弱み）、
Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ（機会）、Ｔｈｒｅａｔ（脅威）の頭文字。分析結果は第７章に記載しています。

1 目指すべき姿の実現に向けた政策推進の基本方向と１４の施策

クロスＳＷＯＴ分析

漁業・養殖業

生産
流通・加工業

社会

環境

基本方向１

基本方向２

基本方向３

基本方向４

漁村・漁港

漁場・資源

漁業・養殖業生産の基盤
となる水域環境・水産資
源を良好に保全し、水産
業が立地する地域社会を
持続・活性化しながら、
水産業を成長させていく
ため、４つの基本方向に
沿って必要な施策を展開

環境と調和した持続可能で
活力ある水産業の確立

　（関連分野：①漁業・養殖業）
　第Ⅱ期計画において、強い経営体の育成と後継者対策の強化を目指し、法人化・協業化等の推進、担い手確
保対策を実施してきましたが、法人や協業体制に移行した経営体はいまだ少数にとどまっております。沿岸漁
業における新規就業者数の実績も目標（２５人／年）を達成したものの、漁業者数の減少や高齢化のトレンド
を踏まえると十分とは言えない状況です。また、これまで、遊休化した漁業許可を整理し、新しく操業を希望す
る漁業者に発給するなどの許可の見直しや海洋環境の変化に柔軟に対応できるよう区画漁業権における養
殖種類の統合などを進めてきましたが、今後も、資源の持続的利用と漁業秩序の維持を実現しつつ漁業生産
力の向上に向けた許可・免許制度の運用を進める必要があります。加えて、魚種の変化に対応するための新た
な操業体制への転換や、海水温の上昇に適応した新養殖種や系統の導入、陸上養殖の推進などにより、海洋
環境の変化等に柔軟に対応できる生産体制を構築する必要があります。このため、漁業・養殖業分野において
は、「持続的で収益性が高く、創造的な漁業・養殖生産体制の確立」を基本方向とします。

基本方向１ 持続的で収益性が高く、創造的な漁業・養殖生産体制の確立


